
半
田
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

半
田
市
長 

久 

世 

孝 

宏  

半
田
市
条
例
第
十
八
号 

半
田
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
議
員
の
職
責
及
び
議
会
へ
の
市
民
の
信
頼
の
確
保
に
鑑
み
、
半
田
市 

議
会
議
員
（
以
下
「
議
員
」
と
い
う
。
）
が
半
田
市
議
会
（
以
下
「
市
議
会
」
と
い
う
。
）

の
会
議
等
を
長
期
間
欠
席
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
期
末
手
当
の
支

給
に
つ
い
て
、
半
田
市
議
会
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一

年
半
田
市
条
例
第
十
八
号
。
以
下
「
議
員
報
酬
条
例
」
と
い
う
。
）
の
特
例
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号 

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

市
議
会
の
会
議
等 

次
に
掲
げ
る
会
議
等
を
い
う
。 

 
 

ア 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
律
」
と
い
う
。
）
第

百
二
条
に
規
定
す
る
市
議
会
定
例
会
及
び
臨
時
会
の
本
会
議 

 
 

イ 

半
田
市
議
会
委
員
会
条
例
（
平
成
三
年
半
田
市
条
例
第
三
十
三
号
）
に
基
づ
き
設
置

さ
れ
た
委
員
会
の
会
議 

 
 

ウ 

半
田
市
議
会
議
員
の
政
治
倫
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
半
田
市
条
例
第
四
十

一
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
政
治
倫
理
審
査
会 

エ 

半
田
市
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
半
田
市
議
会
規
則
第
一
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
百
五
十
八
条
に
規
定
す
る
会
議 

 
 

オ 

半
田
市
議
会
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
半
田
市
議
会
規

則
第
一
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
政
務
活
動
費
管
理
委
員
会 

 
 

カ 

法
律
第
百
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
議
員
の
派
遣 

 
 

キ 

規
則
第
九
十
八
条
に
規
定
す
る
委
員
の
派
遣 

 
 

ク 

議
会
運
営
委
員
会
に
お
い
て
、
出
席
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
会
議
等 



 
ニ 

長
期
欠
席
期
間 

議
員
が
療
養
、
自
己
都
合
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
九
十
日
を
超
え 

て
市
議
会
の
会
議
等
に
出
席
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
の
期
間
を
い
う
。
た
だ
し
、
出
産
予

定
日
の
六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
前
の
日
か
ら
当
該
出
産

の
日
後
八
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
は
除
く
。 

 

（
長
期
欠
席
に
係
る
届
出
） 

第
三
条 

議
員
は
、
長
期
欠
席
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
長
期
欠
席
届
に
よ

り
、
半
田
市
議
会
議
長
（
以
下
「
議
長
」
と
い
う
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
議
員
が
自
ら
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
議
員
の

代
理
人
が
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

議
員
は
、
前
項
の
届
出
後
に
市
議
会
の
会
議
等
に
出
席
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
復
帰
届
に
よ
り
議
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

議
員
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
際
に
は
、
医
師
が
記
載
し
た
証
明
書
等
を
添
え

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
議
員
報
酬
の
減
額
） 

第
四
条 

議
員
が
長
期
欠
席
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
の
議
員
報
酬
の
額
は
、
議
員
報
酬
条

例
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
議
員
報
酬
に
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
長
期
欠
席

と
な
っ
た
日
か
ら
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
復
帰
す
る
前
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
長

期
欠
席
の
期
間
」
と
い
う
。
）
に
応
じ
て
、
次
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
減
額
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。 

     

２ 

議
長
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
認
め
る
と
き
は
、
議
会
運
営
委
員
会
に
諮
り
、
長
期

欠
席
の
期
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
断
続
的
に
あ
っ
た
場
合 

 

二 

そ
の
他
、
前
号
に
類
す
る
と
認
め
ら
れ
る
欠
席
が
あ
っ
た
場
合 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
員
報
酬
を
減
額
す
る
期
間
は
、
長
期
欠
席
の
期
間
が
九
十
日

を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属

百
八
十
日
を
超
え
る
期
間 

九
十
日
を
超
え
百
八
十
日
以
下
の
期
間 

長
期
欠
席
の
期
間 

百
分
の
百 

百
分
の
五
十 

減
額
割
合 

 
 

 



す
る
月
）
か
ら
長
期
欠
席
の
期
間
の
末
日
ま
で
と
す
る
。
こ
の
期
間
内
に
お
い
て
、
議
員
資

格
を
失
い
、
減
額
開
始
月
に
受
け
る
議
員
報
酬
が
な
い
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
は
適
用
し

な
い
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
員
報
酬
を
減
額
し
て
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
、
減
額
さ
れ

る
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
減
額
割
合
が
異
な
る
場
合
の
議
員
報
酬
の
額
は
、
減
額

さ
れ
る
月
の
現
日
数
を
基
礎
と
し
て
日
割
り
に
よ
り
計
算
す
る
。 

 

（
期
末
手
当
の
減
額
） 

第
五
条 

六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
前

六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
減
額
さ
れ
る
月
が
あ
る
と
き
の
期
末
手
当
の
額
は
、
議
員
報

酬
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
支
給
さ
れ
る
べ
き
期
末
手
当
の
額
に
、
長
期
欠
席
の
期
間
に
応
じ

て
、
前
条
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
減
額
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
と
す

る
。 

２ 

基
準
日
の
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
減
額
割
合
が
異
な
る
場
合
の
期
末
手
当
の
額
は
、
減

額
割
合
が
高
い
方
を
適
用
し
て
計
算
す
る
。 

 

（
議
員
報
酬
の
支
給
停
止
） 

第
六
条 

議
員
が
刑
事
事
件
の
被
疑
者
又
は
被
告
人
と
し
て
、
逮
捕
、
勾
留
そ
の
他
身
体
を
拘

束
さ
れ
る
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
が
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日

が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
、
そ
の
処
分
が
解
か
れ
た
日
ま

で
の
期
間
（
以
下
「
逮
捕
等
期
間
」
と
い
う
。
）
の
議
員
報
酬
の
支
給
を
停
止
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
員
報
酬
の
支
給
を
停
止
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
逮
捕
等
期

間
の
末
日
が
属
す
る
月
の
現
日
数
を
基
礎
と
し
て
、
日
割
り
に
よ
り
停
止
す
べ
き
議
員
報
酬

の
額
を
計
算
す
る
。 

 

（
期
末
手
当
の
支
給
停
止
） 

第
七
条 

議
員
が
基
準
日
の
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

議
員
報
酬
の
支
給
を
停
止
さ
れ
（
当
該
基
準
日
の
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
同
項
に

規
定
す
る
身
体
を
拘
束
さ
れ
る
処
分
を
受
け
、
当
該
基
準
日
の
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お

い
て
引
き
続
き
議
員
報
酬
の
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
た
場
合
を
含
む
。
）
、
か
つ
、
基
準
日

に
お
い
て
継
続
し
て
い
る
と
き
、
又
は
保
釈
に
よ
り
当
該
支
給
の
停
止
が
解
除
さ
れ
て
い
る

場
合
で
あ
っ
て
、
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
期
末
手
当
の
支
給
を
停
止
す

る
。 



 
（
停
止
さ
れ
て
い
た
議
員
報
酬
及
び
期
末
手
当
の
支
給
） 

第
八
条 

第
六
条
第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
た
議
員
報
酬
及
び

期
末
手
当(

以
下
「
報
酬
及
び
期
末
手
当
」
と
い
う
。)

は
、
当
該
刑
事
事
件
に
つ
い
て
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
次
の
各
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

算
出
し
た
額
を
支
給
す
る
。
そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
に
お
い
て
、
議
員
の
職
を
離

れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
な
お
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

場
合
は
、
報
酬
及
び
期
末
手
当
を
支
給
し
な
い
。 

一 

無
罪
判
決
が
確
定
し
た
と
き 

二 

不
起
訴
処
分
と
な
っ
た
と
き
（
た
だ
し
、
罪
と
な
ら
ず
ま
た
は
嫌
疑
な
し
を
理
由
と
す

る
場
合
に
限
る
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
議
員
報
酬
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
停
止

さ
れ
て
い
た
議
員
報
酬
に
、
逮
捕
等
期
間
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
に
応
じ
て
、
次
の

表
の
下
欄
に
定
め
る
減
額
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。 

 

     

 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
員
報
酬
を
減
額
し
て
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
、
減
額
さ
れ
る

月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
減
額
割
合
が
異
な
る
場
合
の
議
員
報
酬
の
額
は
、
減
額
さ

れ
る
月
の
現
日
数
を
基
礎
と
し
て
日
割
り
に
よ
り
計
算
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
期
末
手
当
は
、
基
準
日
の
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お

い
て
減
額
さ
れ
る
月
が
あ
る
と
き
の
期
末
手
当
の
額
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
停
止
さ

れ
て
い
た
期
末
手
当
の
額
に
、
逮
捕
等
期
間
に
応
じ
て
、
第
二
項
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
減

額
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。 

５ 

前
項
の
減
額
割
合
に
お
い
て
、
基
準
日
の
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
減
額
割
合
が
異
な
る

場
合
の
期
末
手
当
の
額
は
、
減
額
割
合
が
高
い
方
を
適
用
し
て
計
算
す
る
。 

 

（
改
選
後
に
お
け
る
期
末
手
当
に
係
る
効
力
） 

百
八
十
日
を
超
え
る
期
間 

九
十
日
を
超
え
百
八
十
日
以
下
の
期
間 

九
十
日
以
下
の
期
間 

逮
捕
等
期
間 

百
分
の
百 

百
分
の
五
十 

百
分
の
０ 

減
額
割
合 

 
 

 



第
九
条 

任
期
満
了
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
議
員
の
改
選
が
行
わ
れ
、
再
び
議
員
の
資
格
を

得
た
者
（
第
七
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
、
新
た
に
支
給
さ
れ
る

期
末
手
当
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


